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２０．セーフティーネットの有無
  　純資産総額に対して年率0.407％（税抜0.370％）を乗じた額

  　内訳（税抜）：
　　　　　　委託会社　年率0.170％
　　　　　　受託会社　年率0.030％
　　　　　　販売会社　年率0.170％

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提
供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■当ファンドの受益権の募集については、
委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■投資信託は、
値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているもの
ではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

本商品は元本確保型の商品ではありません

確定拠出年金向け説明資料

（1）主として、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンドへの投資を行い、

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する成果を目標として運用を行

います。

（2）上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。

（3）資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
ます。

ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド

（マザーファンドは、国内の証券取引所（※）に上場（これに準ずる市場で取引

されているものを含みます）している不動産投資信託証券（不動産投資法人の

投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます）を主要投資対象とし

ます。）

（1）投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。

（2）同一銘柄の投資信託証券（マザーファンドは除きます）への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の30％以下とします。ただし、東証REIT指数（配当込

み）における時価の構成割合が30％を超える投資信託証券がある場合には、

当該投資信託証券を東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で

投資することができるものとします。

（3）株式への直接投資は行いません。

（4）外貨建資産への投資は行いません。

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）

2007年8月13日

無期限

委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、

この信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託

会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

（1）この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
（2）やむを得ない事情が発生したとき

毎年5月12日（ただし休業日の場合は翌営業日）

監査費用、組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用お

よび借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費

用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載

することはできません。

1円以上1円単位

ご購入約定日の基準価額

ありません。

ご売却約定日の基準価額

ありません。

毎決算日に基準価額水準、市況動向等を勘案して収益分配を行い

ます。ただし、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは

分配金が支払われない場合があります。分配金は、自動的に無手数

料で再投資されます。

証券取引所(※)の取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき

は、購入・換金の申込みの受付けを中止することがあります。また、購

入の場合は、既に受付けた申込みの受付けを取消すこともあります。

なお、確定拠出年金制度上、取扱いできない場合がありますので運

営管理機関にお問い合わせください。

確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の
運用にかかる税制が適用されます。

基準価額は、後述の基準価額の主な変動要因等により、下落する場

合があります。したがって、購入者のみなさまの投資元本が保証され

ているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがありま

す。また、運用により信託財産に生じた損益はすべて購入者のみなさ

まに帰属します。

投資信託は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保
護機構、預金保険の保護の対象ではありません。
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基準価額×保有口数
注：基準価額が10,000口あたりで表示されている場合は10,000で除して下さい。

ニッセイアセットマネジメント株式会社
（信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託財産の保管・管理・計算等を行います。）

（1）不動産投資信託（リート）投資リスク

①保有不動産に関するリスク

リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減

等、また不動産市況や景気動向等の影響を受け変動します。リートが保有

する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する

不動産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。

②金利変動リスク

リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、

価格が下落することがあります。また、金融機関等から借入れを行うリートは、

金利上昇時には金利負担の増加により収益性が悪化し、リートの価格が下

落することがあります。

③信用リスク

リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況

が悪化した場合、リートの価格が下落することがあります。

④Ｊ－ＲＥＩＴの税制に関するリスク

一般に、J-REITの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税

法上の一定の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税

負担が増大し、J-REITの価格が下落することおよび分配金が減少すること

があります。

⑤リートおよび不動産等の法制度に関するリスク

リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不

動産の価値および収益性が低下する場合、リートの価格が下落することお

よび分配金が減少することがあります。

（2）流動性リスク

市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時
期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。

（※）金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品

取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、

取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号も

しくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券

取引所」といいます。

●ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等に投資

しますので、基準価額は変動します。また、東証REIT指数（配当込み）の

動きに連動することを目標に運用しますので、東証REIT指数（配当込み）

の動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと

があります。

●ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありませ

ん。運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファ

ンドのリスクを十分にご認識ください。

・基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

≪その他の留意点≫

・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われま

すので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および

評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当

期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、

分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの

ではありません。

・受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または

全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購

入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場

合も同様です。

○分配金に関しては、以下の事項にご留意ください。

○ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６

の規定）の適用はありません。

○ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする

必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変

した場合等には、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待

できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定されるリスク等が顕在しま

す。

これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの

受付けを中止する、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする

可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性などがあります。

●東証REIT指数の著作権等について

①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会

社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます）の

知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべ

ての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての

権利はＪＰＸが有します。

②ＪＰＸは、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値

の算出もしくは公表の停止または同指数にかかる標章もしくは商標の変更もし

くは使用の停止を行うことができます。

③ＪＰＸは、同指数の指数値および同指数にかかる標章または商標の使用に関し

て得られる結果ならびに特定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及

をするものではありません。

④ＪＰＸは、同指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保

証するものではありません。また、ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表

の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

⑤当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。

⑥ＪＰＸは、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明または投資の

アドバイスをする義務を負いません。

⑦ＪＰＸは、ニッセイアセットマネジメント株式会社または当ファンドの購入者のニー

ズを同指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではあり

ません。

⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは当ファンドの設定、販売および販売促進活動に

起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。


